新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業務
委託仕様書


本仕様書は、新宮町が実施する「新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業務」（以下「本業務」という。）について、発注者が必要とする基本的事項について定めるものである。


１　業務名称
新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業務

２　業務目的
令和７年９月に策定した「新宮町旧新宮東幼稚園再利用基本構想」に基づき、新宮東幼稚園敷地
を活用するに当たり、民間活力導入の可能性を調査し、コストの縮減と公共サービスの向上につながる、最適な整備手法について検討することを目的とする。

３　履行場所
福岡県糟屋郡新宮町新宮東四丁目１１５２番２（旧新宮東幼稚園敷地）

４　契約期間
委託契約締結日から令和９年３月３１日まで

５　予算上限額
　３１，９００，０００円（消費税含む）
　（うち、導入可能性調査委託料上限額は、１０，０００，０００円（消費税含む））

６　業務内容
（１）ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査
ア　事業方式の検討
従来手法、ＰＦＩ（ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式、ＢＯＯ方式等）等について比較し、最適
　　　な事業方式を検討する。なお、最適な事業方式は、民間事業者を対象にマーケットサウ
ンディング調査を実施して、意見や参加意欲を把握し、分析を行った上で検討する。ま
た、事業形態（サービス購入型、独立採算型、混合型等）についても検討する。
イ　事業期間の検討
大規模修繕が想定される時期など考慮すべき事項を整理した上で、ＰＦＩを導入するとし
た場合の事業期間を検討する。
ウ　導入範囲の検討（法改正（未施行分を含む）を踏まえたものであること。）
設計業務、建設業務、維持管理業務及び運営業務で想定される業務項目を整理した上で、
ＰＦＩ事業者に委ねる業務範囲を検討する。
エ　官民リスク分担の検討
計画・設計段階から維持管理・運営段階までの想定されるリスクを抽出し、官民のリス
　　　ク分担を検討する。
オ　ＰＳＣ及びＰＦＩ-ＬＣＣの検討及びＶＦＭの算定
従来方式で実施した場合のＬＣＣ（ＰＳＣ）とＰＦＩ事業で実施した場合のＬＣＣ
（ＰＦＩ-ＬＣＣ)を検討し、ＶＦＭの算定を行う。 
（２）ＰＰＰ／ＰＦＩアドバイザリー調査
ア　発注文書の作成支援
本事業の発注に必要な次の文書の原案を作成、町と協議、町の発注文書作成を支援する。
策定する文書は、次のとおりとする。
（ア）実施方針
（イ）募集要項
（ウ）要求水準書
（エ）民間事業者決定審査基準
（オ）提案様式集
（カ）基本協定書（案）
（キ）事業契約書（案）
イ　民間事業者との競争的対話の支援
ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を進めるに当たり、町と民間事業者の意思疎通が重要であることから、
候補事業者との全体的、個別的対話の内容・実施方法の検討、競争的対話の実施を支援する。
ウ　発注文書公表後の質問事項回答書作成支援
民間事業者からの質問事項に対する回答作成支援を行う。
エ　特定事業選定に町が必要とする資料の作成支援
本事業をＰＰＰ／ＰＦＩ事業として実施することを町が決定するに当たり、町が必要とす
る資料の作成支援を行う。
オ　事業者選定審査委員会の設置・運営支援
本事業の民間事業者選定における審査委員会の設置・運営の支援を行う。
具体的には、次の支援を行う。
（ア）審査委員会の議事進行支援
（イ）提案内容の情報整理支援
（ウ）審査講評原案の作成支援
カ　選定事業者等との事業契約締結支援
選定事業者との基本協定締結、事業契約締結の支援を行う。
（３）共通業務内容
ア　成果報告書の作成
上記の検討結果、協議結果を整理した、成果報告書を作成する。
イ　打合せ協議
初回、納品時及び中間３回程度、調査の進捗状況において打合せ協議を行う。
　　ウ　補助申請の支援
本業務は国の補助金申請をしており、今後もＰＰＰ／ＰＦＩ事業を進めるに当たり、補
助金を活用することから、申請書類の作成支援と助言を行う。
７　業務計画書の提出
[bookmark: _Hlk221806570]（１）受注者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成の上、本町の承認を得るものとする。（２）業務計画書には次の事項を記載する。
ア　検討業務内容
イ　業務詳細行程
ウ　業務実施態勢及び組織図
エ　管理技術者、主任担当技術者、担当技術者一覧及び経歴書
オ　協力者がある場合は、協力者の概要及び担当技術者一覧表
カ　打ち合わせ計画
キ　その他本町が必要とする事項
（３）（２）に定める事項の記載内容に追加及び変更が生じた場合は、速やかに本町に文書で提出
し、承諾を受けること。

８　協議記録の作成
本業務を適正かつ円滑に行うため、受注者と発注者は定期的に協議（打合せ）を行い、常に発注
者の意向を確認し、業務を進めるものとする。なお、受注者は、協議事項について後日確認がとれるよう協議内容、決定事項、出席者等を書面に記録し、相互に確認すること。

９　成果品
本業務の成果品は、各業務で次のものを提出する。
（１）「業務報告書（本編・資料編）」及び「業務報告書（概要版）」
・Ａ４縦型左綴じ正本したものをカラー刷りで、各１５部
（２）上記成果物の電子データ一式
　・ＣＤ－Ｒ等：各２部（業務報告書に綴じ込み）
・電子データについては直接印刷が可能な解像度の完成原稿のデータ形式（PDF）も格納するものとする。また、編集が可能であるデータ形式（MS-Word，MS-Excel，MS-PowerPointなど）で原稿及びその添付図（グラフ・図形・写真など）、根拠資料など一式を納入するものとする。データは整理してWindows対応の電子媒体（CD-R等）に格納するものとする。
[bookmark: _GoBack]（３）業務報告書（Ａ４版：ファイル綴じ）２部

１０　成果品の検査及び手直し
（１）受注者は、業務完了時に成果品及び必要な資料を業務完了届とともに提出し、発注者の検査を受け、不備な点は指示に従い直ちに訂正しなければならないものとする。
（２）成果品の受け渡し後においても、明らかに受注者の責に帰すべき理由による成果品の不良個所が発見された場合は、受注者は速やかに訂正し、補足その他の措置を行わなければならないものとする。

１１　支払方法
本業務の完成検査合格後、受託者の請求書に基づき一括で支払うものとする。
１２　その他
（１）受注者は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他
人に漏らしてはならない。本業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合は、別記「個
人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
（２）本業務の履行に当たっては、地方自治法、地方自治法施行令、本町条例・規則等の関係法
令を遵守しなければならない。
（３）本業務で作成した資料は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく、公表、貸
与又は複写してはならない。
（４）受注者は、業務の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。
（５）本業務の遂行に伴う費用は、本仕様書に明記がないものであっても、原則として、全て受
注者の負担とする。
（６）作成した資料には、引用元や出典を明記し、業務履行報告書やそのバックデータについて
は、計算過程も明記すること。
（７）受注者は、発注者に引き渡した成果品の全てについて第三者の有する著作権等を侵害する
ものではないことを保証するとともに、第三者の有する著作権等を侵害した場合は、その損
害を補償し、必要な措置を講じなければならない。
（８）本業務において必要な手続き及び発注者が貸与する以外の資料収集は、原則として受注者
が行うこととし、最新の資料を用いること。
（９）本業務において作成した資料は、公表することを前提としたものにすること。
（10）本仕様書に定めた事項及び定めのない事項について、疑義が生じた場合や改善の必要性
があると認められた場合には、発注者と受注者が協議の上これを定め、本業務を円滑に遂行
するものとする。
（11）本業務は国の補助金申請をしているため、契約日は補助決定日以降になる可能性がある。
詳細は、発注者と受注者が協議の上、契約するものとする。
（12）本業務において、導入可能性調査の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩの実施が見込めない場合は、
「６（２）ＰＰＰ／ＰＦＩアドバイザリー調査」業務は実施しないこととする。その場
合、アドバイザリー調査業務に係る委託料は減額するものとする。
（13）本業務は補助金を活用する。会計検査等で報告が必要な場合は、報告の支援や助言等、
誠実に対応すること。

[bookmark: _Hlk189476848]１３　連絡先・問い合わせ先
〒８１１－０１２４
福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目５番１号　シーオーレ新宮
新宮町 子育て支援課
電  話：０９２－９６３－２９９５（直通）
ＦＡＸ：０９２－９６２－５３３３
E-mail：kodomo@town.shingu.fukuoka.jp
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